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○名古屋市駐車場条例 

昭和３４年３月２６日 

条例第９号 

（目的） 

第１条 この条例は、駐車場法（昭和32年法律第106号。以下「法」という。）

に基づき、建築物における駐車施設の附置及び管理について定めることを目的

とする。 

（一定の複数建築物の取扱い） 

第２条 建築基準法（昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。）第86条

第１項若しくは第２項又は同法第86条の２第１項の規定により特定行政庁が

その各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めた

ものについては、次条から第３条の４までの規定を適用する場合においては、

これらの建築物は、同一敷地内にある一の建築物とみなす。 

２ 基準法第86条第３項若しくは第４項又は同法第86条の２第２項若しくは第

３項の規定により特定行政庁がその各建築物の位置及び建ぺい率、容積率、各

部分の高さその他の構造が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと許

可したものについては、次条から第３条の４までの規定を適用する場合におい

ては、これらの建築物は、同一敷地内にある一の建築物とみなす。 

（建築物の新築の場合の駐車施設の附置） 

第３条 次表左欄に掲げる地区内又は地域内において、同表中欄に掲げる規模

の建築物を新築しようとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に同表

右欄に定める割合により算定した台数を合計した台数（１台未満の端数は、切

り上げる。）以上の規模を有する自動車の駐車のための施設（以下「駐車施設」

という。）を附置しなければならない。 

地区・地域 建築物の規模 自動車の駐車台数の割合

法第3条第1項

の駐車場整備

地区（以下「駐

車場整備地

区」という。）

並びに都市計

法第20条第1項の特定用途（以下

「特定用途」という。）に供す

る部分（駐車施設の用途に供す

る部分及び規則で定める用途に

供する部分を除き、観覧場にあ

っては屋外観覧席の部分を含

劇場、映画館、演芸場、

結婚式場、料理店、飲食

店、キャバレー、カフェ

ー、ナイトクラブ、バー、

舞踏場、遊技場、ボーリ

ング場及び百貨店その他
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画法（昭和43

年法律第100

号）第8条第1

項第1号の商

業地域（以下

「商業地域」

という。）及

び近隣商業地

域（以下「近

隣商業地域」

という。） 

む。以下「特定部分」という。）

の床面積と特定用途以外の用途

（以下「非特定用途」という。）

に供する部分（駐車施設の用途

に供する部分及び規則で定める

用途に供する部分を除く。）の

床面積に4分の3を乗じて得たも

のとの合計が1,500平方メート

ルを超えるもの 

の店舗（以下「劇場等」

という。）の用途に供する

部分の床面積に対して

350  平方メートルごとに

1 台 

事務所の用途に供する部

分の床面積に対して 500  

平方メートルごとに 1 台

特定用途（劇場等及び事

務所の用途を除く。）に

供する部分の床面積に対

して 650  平方メートルご

とに 1 台 

非特定用途（住宅、共同

住宅、義務教育の学校等

で規則で定めるもの及び

市長が指定する施設等の

用途を除く。）に供する

部分の床面積に対して

900  平方メートルごとに

1 台 

市長が指定する施設等の

用途に供する部分の床面

積に対して 900  平方メー

トルごとに 1 台（ 5 台を

超える場合にあっては、

5 台） 

２ 建築物の延べ面積（駐車施設の用途に供する部分及び規則で定める用途に

供する部分を除き、観覧場にあっては屋外観覧席の部分を含む。）が、6,000

平方メートルに満たない場合において、附置しなければならない駐車施設の台

数は、前項の規定にかかわらず、同項の表右欄に定める割合により算定した台
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数を合計した台数に次の式により算定した緩和率を乗じて得た台数（１台未満

の端数は、切り上げる。）とする。 

緩和率＝１－（1,500平方メートル×（6,000平方メートル－延べ面積））／

（6,000平方メートル×前項の表中欄に掲げる合計面積－1,500平方メートル×

延べ面積） 

３ 第１項の規定にかかわらず、事務所の用途に供する部分の床面積が１万平

方メートルを超える建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面

積のうち、１万平方メートルを超え５万平方メートル以下の部分の床面積に

0.7を、５万平方メートルを超え10万平方メートル以下の部分の床面積に0.6

を、10万平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合

計に１万平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみな

して、同項の規定を適用する。 

（建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置） 

第３条の２ 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、

当該用途の変更により特定部分の床面積が増加することとなるもののために

大規模の修繕又は大規模の模様替（基準法第２条第14号又は第15号に規定する

ものをいう。）をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新

築した場合において前条の規定により附置しなければならない駐車施設の台

数から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合において同条の規

定により附置しなければならない駐車施設の台数を減じた台数以上の規模を

有する駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷

地内に新たに附置しなければならない。ただし、当該増築又は用途の変更後の

建築物を新築した場合において同条の規定により附置しなければならない台

数以上の規模を有する駐車施設を既に附置しているときは、この限りでない。 

（建築物の新築の場合の荷さばきのための駐車施設の附置） 

第３条の３ 次表左欄に掲げる地区内又は地域内において、建築物を新築しよ

うとする者は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に同表右欄に定める割合に

より算定した台数を合計した台数（１台未満の端数は切り捨て、10台を超える

場合にあっては10台とする。）以上の規模を有する荷さばきのための駐車施設

を附置しなければならない。 

地区・地域 自動車の駐車台数の割合 
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駐車場整備地区並びに商業地

域及び近隣商業地域 

倉庫の用途に供する部分の床面積に対して2,500

平方メートルごとに1台 

百貨店その他の店鋪の用途に供する部分の床面

積に対して5,000平方メートルごとに1台 

特定用途（倉庫及び百貨店その他の店舗の用途を

除く。）に供する部分の床面積に対して1万平方

メートルごとに1台 

２ 前項の規定により附置しなければならない荷さばきのための駐車施設の台

数は、第３条の規定により附置しなければならない駐車施設の台数に含めるこ

とができる。 

（建築物の増築又は用途の変更の場合の荷さばきのための駐車施設の附置） 

第３条の４ 第３条の２の規定は、建築物の増築又は用途の変更の場合の荷さ

ばきのための駐車施設の附置について準用する。この場合において、同条中「前

条」とあるのは「次条」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定により新たに附置しなければならない荷さばきのための駐車施

設の台数は、第３条の２の規定により新たに附置しなければならない駐車施設

の台数に含めることができる。 

（建築物の敷地が地区又は地域の内外にわたる場合） 

第３条の５ 建築物の敷地が駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地

域とこれら以外の地域にわたる場合においては、当該建築物は当該敷地の面積

の過半を占める地区又は地域にあるものとみなす。 

（駐車施設の規模） 

第３条の６ 第３条又は第３条の２の規定により附置しなければならない駐車

施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数１台につき幅2.3メ

ートル以上、奥行５メートル以上とし、かつ、自動車を安全に駐車させ、及び

出入りさせることができるものとしなければならない。 

２ 第３条の３又は第３条の４の規定により附置しなければならない荷さばき

のための駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数１台に

つき幅３メートル以上、奥行7.7メートル以上又は幅４メートル以上、奥行６

メートル以上とし、かつ、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることが

できるものとしなければならない。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、第３条又は第３条の２の規定により附置しな

ければならない駐車施設の台数が15台以上30台未満の規模の建築物にあって

はそのうち少なくとも１台分は、30台以上50台未満の規模の建築物にあっては

そのうち少なくとも２台分は、50台以上の規模の建築物にあってはそのうち少

なくとも３台分は、車椅子の利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル

以上、奥行６メートル以上としなければならない。 

４ 建築物の構造又は敷地の位置若しくは形状により、市長が特にやむを得な

いと認めたものについては、前３項の規定は、適用しない。 

５ 第１項及び第３項の規定は、駐車場法施行令（昭和32年政令第340号）第15

条の規定により国土交通大臣が認めた特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車

を安全に駐車させ、及び出入りさせることができると市長が認めたものについ

ては、適用しない。 

（適用除外） 

第４条 基準法第85条の規定に基づく仮設建築物を新築し、又は増築しようと

する者に対しては、第３条から第３条の４までの規定は、適用しない。 

２ 駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の区域から新たに駐

車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域に指定された区域内におい

て、当該地区又は地域に指定された日から起算して６月以内に工事に着手した

者に対する駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の附置義務は、第３条から

第３条の４までの規定にかかわらず、当該地区又は地域指定前の例による。 

（附置の特例） 

第５条 第３条又は第３条の２の規定の適用を受ける者で、新築、増築又は用

途変更に係る当該建築物の構造又は敷地の位置若しくは形状により、市長が特

にやむを得ないと認めた場合において、当該建築物の敷地からおおむね300メ

ートル以内の場所にそれぞれの該当する規定により定められている規模を有

する駐車施設を設けるときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設

を附置しないことができる。 

２ 第３条又は第３条の２の規定の適用を受ける者で、２以上の建築物につい

て、当該２以上の建築物の存する地区又は地域の地形、交通事情等からみて

一団として駐車施設を設けることが合理的であると市長が認めた場合におい

て、当該２以上の建築物の敷地からおおむね 300  メートル以内の場所に駐車
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施設を一団として設けるときは、当該２以上の建築物又は当該２以上の建築

物の敷地内に駐車施設を附置しないことができる。 

３ 第３条又は第３条の２の規定の適用を受ける者で、新築、増築又は用途変

更に係る当該建築物の周辺の道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすおそ

れがないと市長が認めた場合において、当該建築物の敷地からおおむね 300  

メートル以内の場所にある市長が指定する駐車施設内に駐車施設を設けると

きは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置しないことがで

きる。 

４ 第３条又は第３条の２の規定の適用を受ける者で、新築、増築又は用途変

更に係る当該建築物（市長が別に定める地区（第５条の３において同じ。）内

のものに限る。）の周辺の道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすおそれが

ないと市長が認めた場合において、当該建築物の敷地から相当の距離にある市

長が指定する駐車施設内に駐車施設を設け、かつ、当該駐車施設が適切に利用

される措置を講じたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を

附置しないことができる。 

５ 第３条の３第１項又は第３条の４第１項の規定の適用を受ける者で、新築、

増築又は用途変更に係る当該建築物の構造又は敷地の位置若しくは形状によ

り、市長が特にやむを得ないと認めた場合において、荷さばきのための駐車施

設の附置に代わる措置を講ずるときは、これらの規定によらないことができる。 

（表示板の設置） 

第５条の２ 前条第１項から第４項までの規定により当該建築物又は当該建築

物の敷地内に駐車施設を附置しない者は、当該建築物又は当該建築物の敷地以

外の場所に設ける駐車施設の位置、台数等を記載した表示板を設置しなければ

ならない。 

２ 前項の規定による表示板の様式は、規則で定める。 

 （公共交通利用促進措置等による附置義務台数の緩和） 

第５条の３ 市長が別に定める地区内において第３条又は第３条の２の規定の

適用を受ける者で、公共交通機関の利用の促進に資する措置等を講ずること

により、新築、増築又は用途変更に係る当該建築物の周辺の道路の安全かつ

円滑な交通に支障を及ぼすおそれがないと市長が認めたものに対しては、規

則で定めるところにより、附置しなければならない駐車施設の台数を減ずる
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ことができる。 

（報告） 

第５条の４ 市長は、第５条第１項から第４項までの規定により当該建築物又

は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置しない者及び前条の規定により附置

しなければならない駐車施設の台数を減じた者に対し、駐車施設等の状況につ

いて、必要に応じ、報告を求めることができる。 

（申請） 

第６条 第３条の６第４項、第５条又は第５条の３の規定による承認を受けよ

うとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

承認を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。 

（駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の管理） 

第７条 第３条、第３条の２若しくは第５条第１項から第４項までの規定によ

り設けられた駐車施設又は第３条の３若しくは第３条の４の規定により附置

された荷さばきのための駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設又は当

該荷さばきのための駐車施設を常時この条例で定める規模において維持し、か

つ、自動車が有効に駐車できる状態において管理しなければならない。 

（措置命令） 

第８条 市長は、駐車施設の附置義務者が第３条若しくは第３条の２の規定に

違反し、荷さばきのための駐車施設の附置義務者が第３条の３、第３条の４若

しくは第５条第５項の規定に違反し、駐車施設の設置者が第５条第１項から第

４項まで若しくは第５条の２から第５条の４までの規定に違反し、又は駐車施

設若しくは荷さばきのための駐車施設の所有者若しくは管理者が前条の規定

に違反したときは、当該違反者に対して、期間を定めて、駐車施設の附置又は

設置、荷さばきのための駐車施設の附置、原状回復その他必要な措置を命ずる

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定により措置を命じようとするときは、駐車施設の附置

義務者、設置者、所有者若しくは管理者又は荷さばきのための駐車施設の附置

義務者、所有者若しくは管理者に対して、あらかじめその命じようとする措置

及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。 

３ 前項の規定による措置命令書の様式は、規則で定める。 

（立入り検査） 
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第９条 市長は、駐車施設又は荷さばきのための駐車施設の適正な規模等を確

保するため必要があると認めるときは、当該職員をして駐車施設又は荷さばき

のための駐車施設に立ち入らせてその規模等に関して検査をさせ、又は関係人

に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入り検査を行なう場合は、当該職員は、その身分を示

す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があったときはこれを提示しなければな

らない。 

３ 前項の規定による証票の様式は、規則で定める。 

（委任） 

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第11条 第８条の規定に基づく市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金

に処する。 

２ 第９条第１項の規定による当該職員の立入り検査を拒み、妨げ、又は忌避

した者は、20万円以下の罰金に処する。 

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が

その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その

行為者を罰するほかその法人又は人に対して前条の刑を科する。 

附 則 

この条例の施行の日は、市長が定める。 

（昭和34年規則第49号で昭和34年10月１日から施行） 

附 則（昭和34年条例第34号）抄 

１ この条例は、名古屋市駐車場条例施行の日から施行する。 

附 則（昭和36年条例第31号） 

この条例は、昭和36年９月１日から施行する。 

附 則（昭和38年条例第68号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 名古屋市駐車場条例の規定に基く大規模の建築物に附置する駐車施設の規

模等に関する条例（昭和34年名古屋市条例第34号）は廃止する。 

３ この条例施行の際、現に指定されている駐車場整備地区内又は商業地域内

において、この条例施行の日から起算して６月以内に工事に着手した者に対す
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る駐車施設の附置義務は、この条例による改正後の名古屋市駐車場条例の規定

にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 周辺地区に指定された地区内においてこの条例施行の日から起算して６月

以内に工事に着手した者に対しては、この条例による改正後の名古屋市駐車場

条例第15条の規定は、適用しない。 

附 則（昭和39年条例第11号） 

この条例は、昭和39年４月１日から施行する。 

附 則（昭和41年条例第14号） 

この条例は、名古屋都市計画事業復興土地区画整理事業施行地区内の中第１工

区及び中第２工区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日

から施行する。 

附 則（昭和43年条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和43年４月１日から施行する。 

附 則（昭和44年条例第19号） 

この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）の施行の日から施行する。 

（昭和44年政令第157号で昭和44年６月14日から施行） 

附 則（昭和44年条例第41号） 

この条例は、名古屋都市計画事業復興土地区画整理事業施行地区内の中第３工

区、中第４工区、中第９工区及び中村第３工区に係る土地区画整理事業の換地

処分の公告があった日の翌日から施行する。 

（昭和44年10月20日名古屋市告示第263号） 

附 則（昭和45年条例第48号）抄 

１ この条例は、昭和45年９月１日から施行する。 

３ 第11条及び第12条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、施行日

以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指

定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前

に発せられた当該督促状による延滞金の額の計算については、なお従前の例に

よる。 

(1) 名古屋市駐車場条例第９条第３項 

附 則（昭和45年条例第65号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、昭和46年１月１日から施行する。 

附 則（昭和48年条例第４号） 

１ この条例は、昭和48年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正前の名古屋市駐車場条例の規定に基づく路上駐車場の

利用に係る駐車料金及び割増金並びにこれらに係る延滞金及び督促手数料に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成４年条例第６号） 

１ この条例は、平成４年10月１日から施行する。ただし、第11条の改正規定

は、同年５月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の名古屋市駐車場条例の規定（第11条を除く。）は、

平成４年10月１日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した

者について適用し、同日前に着手した者については、なお従前の例による。 

附 則（平成６年条例第７号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年条例第２号） 

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成４年法律

第82号）第１条の規定による改正後の都市計画法第２章の規定により行う用途

地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。 

（告示の日＝平成８年５月31日） 

附 則（平成12年条例第90号） 

この条例は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成16年条例第52号） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の名古屋市駐車場条例の規定（第５条の３を除く。）

は、平成17年４月１日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手

した者について適用し、同日前に着手した者については、なお従前の例による。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項の表

の改正規定（同表中欄に係る部分に限る。）、第５条中第２項を第５項とし、



11/11 

第１項の次に３項を加える改正規定、第５条の２の改正規定、第５条の３の

改正規定及び同条を第５条の４とし、第５条の２の次に１条を加える改正規

定並びに第６条から第８条までの改正規定は、別に規則で定める日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正前の名古屋市駐車場条例の規定により建築物に駐車施

設を附置した者は、市長の承認を受けたときは、この条例による改正後の名

古屋市駐車場条例（以下「改正後条例」という。）の規定の適用を受けるこ

とができる。 

３ 改正後条例の規定は、次項に定めるものを除き、平成29年４月１日以後に

建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手した者について適用し、同

日前に着手した者については、なお従前の例による。 

４ 改正後条例第３条第１項（同項の表中欄に係る部分に限る。）、第５条か

ら第５条の４まで及び第６条から第８条までの規定は、附則第１項ただし書

の規則で定める日以後に建築物の新築、増築又は用途の変更の工事に着手し

た者について適用し、同日前に着手した者については、なお従前の例による。 


